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１ はじめに

経験要件は、①法５条１号に規定する職（簡易裁判所判事、検察官、衆議院議

員又は参議院議員、内閣法制局参事官、大学の法律学の教授・准教授等）のいず

れかに在った期間、②自らの法律に関する専門的知識に基づいて法５条２号に列

挙された事務のいずれかを処理する職務に従事した期間、③検察官（副検事を除

く。）の職に在った期間（法５条３号）、④（平成２０年３月３１日までの）学校

教育法又は旧大学令による大学であって法律学を研究する大学院の置かれている

ものの学部、専攻科若しくは大学院の法律学の教授又は准教授の職に在った期間

のいずれかから構成されます。以下、各要件の内容を説明します。
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２ ①（法５条１号に規定する職（簡易裁判所判事、検察官、衆議院議員又は参議

院議員、内閣法制局参事官、大学の法律学の教授・准教授等）のいずれかに在っ

た期間）、③（検察官（副検事を除く。）の職に在った期間（法５条３号））、④（（平

成２０年３月３１日までの）学校教育法又は旧大学令による大学であって法律学

を研究する大学院の置かれているものの学部、専攻科若しくは大学院の法律学の

教授又は准教授の職に在った期間）について

(1) 「職に在った期間」（共通事項）

在職期間のことです。在職期間中に、病気等により職務に従事したといえな

い期間があったとしても、当該期間を控除する必要はありません。

(2) 衆議院議員の在職期間（①）

衆議院議員は、解散があった場合、直後の総選挙で当選したとしても、解散

の日の翌日から総選挙の前日までの期間は、在職期間から除外されます（総選

挙の日から任期が開始し、解散で失職するため。）。

(3) 大学の法律学の教授・准教授の在職期間（①、④）

○ 「教授若しくは准教授」の職に在ったこと

教授又は准教授に限られ、講師や助手は含みません。

○ 「学校教育法による大学で法律学を研究する大学院の置かれているもの」

の教授又は准教授であること

「法律学を研究する大学院」の判断は、当該大学院の名称だけではなく、

法律学に関する講座の開講状況、研究業績等によって判断されます。

○ 「法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院」の教授又は准教授であ

ること

法律学を研究する学部、専攻科又は大学院に限られ、別科は含みません。

「法律学を研究する学部等」の判断は、上記と同様です。

○ 「法律学」の教授又は准教授であること

・ これまでの裁判例等に照らしますと、憲法、民法、商法、刑法、民事訴

訟法、刑事訴訟法、行政法、破産法、国際私法、労働法といった基本的実

体法及び手続法と、これらを前提とする実定法を研究の対象とする学問は、

法のいう「法律学」に当たると解されますが、他方、法律実務家として不

可欠な実定法の分野について法律実務家としての能力を獲得することを期

待できない法学分野や、その研究により高度の法律的素養を推認すること

ができない法律学は、法のいう「法律学」には当たらないと解されます。

参考資料１
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※ 例えば、形式的に法律学とは解されない法医学、刑事学、行政学、社会学、政治学

等の周辺科学、法律学の概念に含まれるものの法律学の哲学的側面、歴史的側面のみ

を研究の対象とする法哲学、法制史等の学問、一般教養課程における法学等は、法の

いう「法律学」には当たらないと解されます。

・ 「法律学」に当たるかどうかは、科目・講座等の名称からではなく、研

究内容から判断されます。

○ 要件は、在職期間の全ての時点において満たされている必要があります。
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３ ②（自らの法律に関する専門的知識に基づいて法５条２号に列挙された事務の

いずれかを処理する職務に従事した期間）について

(1) 共通事項

○ 「自らの法律に関する専門的知識に基づいて…処理する」

２号の事務の中で、「自らの法律に関する専門的知識に基づいて」処理する

ことが必要な事務を処理する職務に従事していた期間のみが、経験期間に算

入されます。

※ 例えば、契約書案の作成であっても、定型の契約書の空欄部分を形式的・機械的に

埋めるだけの事務や、裁判手続等のための事実関係の確認であっても、登記簿を調べ

るだけの事務を処理する職務に従事した期間は、経験期間には算入されません。また、

他人が行っている「法律に関する専門的知識に基づいて処理する事務」の補助をして

いた期間も、経験期間には算入されません。

○ 「職務に従事した期間」

具体的に事務を処理する「職務に従事した期間」が、経験期間に算入され

ます。

・ 「職務」に従事していれば、その間実際に「事務」を処理していない日

があったとしても、それを控除する必要はありません。

※ 例えば、２号ロ(1)の「法令の立案」については、公務員であって法令の立案を職

務とする官職に在った者は、具体的に立案事務を行っていた期間のみならず、その官

職に在った期間の全てを経験期間に算入することができます。

・ 休職期間は、職務に従事していませんので、経験期間から控除されます

（他方、休暇の日数は控除する必要はありません。）。

○ 「通算して」

２号の事務のいずれかを処理する職務に従事した期間は、従事した事務が

時期によって異なる場合であっても、全て通算されます。他方、同時期に併

行して、２号の事務の複数を処理する職務に従事した場合や、２号の事務を

処理する複数の職務に従事した場合には、在職期間を二重計上することはで

きません（理由については、後記４参照）。

※ 例えば、契約書案の作成を処理する職務に３年、異なる時期に、裁判手続等のため

の証拠収集を処理する職務に４年従事した場合は、職務に従事した期間は通算して７

年になります。他方、同時期に併行して、契約書案の作成と裁判手続等のための証拠

収集の２つの事務を処理する職務に４年従事した場合は、二重計上することはできず、

職務に従事した期間は４年になります。
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(2) 企業法務（イ）

① 「企業その他の事業者（国及び地方公共団体を除く。）の役員、代理人又は

使用人その他の従業者として行う当該事業者の事業に係る事務であつて、次

に掲げるもの（第７２条の規定に違反しないで行われるものに限る。）」（柱

書）

○ 「事業者」

事業を行う者を広く含む概念であり、営利・非営利、個人・法人を問い

ません（「企業」は例示であり、国際機関、ＮＰＯ、労働組合等も含まれま

す。）。

○ 「従業者」

事業者との契約関係の内実を問うことなく、事業者の業務を執行しある

いはその補助をする者を広く含む概念です（「役員、代理人又は使用人」は

例示です。）。

○ 「従業者として行う当該事業者の事業に係る事務」

従業員として、事業者の行う事業に関係して行う事務のことです。従業

員として行わない事務（例えば、個人事業者として行うもの）や事業者の

事業と関係なく行われる事務は当たりません。

○ ２号イに列挙された事務を処理することが法７２条に違反する場合は、

これに従事した期間は経験期間に算入されません。

② 「契約書案その他の事業活動において当該事業者の権利義務についての法

的な検討の結果に基づいて作成することを要する書面の作成」（(1)）

契約書の作成のほか、例えば、①法的な問題点を検討して作成した事業計

画書の作成、②製造物責任について検討して作成した製品のマニュアルの作

成、③就業規則の作成、③コンプライアンス規定の作成等も含まれます。

③ 「裁判手続等（裁判手続及び法務省令で定めるこれに類する手続をいう。）

のための事実関係の確認又は証拠の収集」（(2)）

○ 「裁判手続」

日本国内の裁判所に係属する事件の手続のことです。

○ 「法務省令で定めるこれに類する手続」

次のとおりです（規則３条１項）。

・ 海難審判法（昭和２２年法律第１３５号）に定める海難審判所（地方

海難審判所を含む。）の審判の手続

※ 国土交通省設置法等の一部を改正する法律（平成２０年法律第２６号）による

改正前の海難審判法に定める地方海難審判庁又は高等海難審判庁の審判の手続

を含みます。
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・ 労働組合法（昭和２４年法律第１７４号）に定める中央労働委員会又

は都道府県労働委員会の審問の手続

※ 労働組合法の一部を改正する法律（平成１６年法律第１４０号）による改正前

の労働組合法に定める地方労働委員会の審問の手続を含みます。

※ 国土交通省設置法等の一部を改正する法律（平成２０年法律第２６号）による

改正前の労働組合法に定める船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会の審

問の手続を含みます。

・ 土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）に定める収用委員会の裁決

手続

・ 公害紛争処理法（昭和４５年法律第１０８号）に定める公害等調整委

員会の裁定委員会の裁定の手続

・ 行政庁の処分（行政手続法２条１項の「処分」をいう。）その他公権力

の行使に対する審査請求、再調査の請求及び再審査請求その他の不服の

申立てに対する行政庁の手続（不服の申立てを受けた行政庁から付議さ

れ又は諮問された審議会等における審議等の手続を含む。）

※ 行政不服審査法の定める審査請求、再調査の請求及び再審査請求についての手

続のほか、その特則である手続も全て含まれます。

・ 外国における裁判手続又は前各項目に掲げる手続に相当する手続

・ 仲裁手続

・ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法

律（平成２５年法律第１００号）による改正前の私的独占の禁止及び公

正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）に定める公正取

引委員会の審判手続

※ 水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４２号）、中小企業等協同組合法（昭

和２４年法律第１８１号）又は消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う

関係法律の整備に関する法律（平成２１年法律第４９号）による改正前の不当

景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号）において準用する場

合を含みます。

○ 「事実関係の確認又は証拠の収集」

裁判手続等の対象事案について事実関係の存否や態様を確認し、あるい

は証拠を収集するものであれば、当該裁判手続等の争点に関するものに限

られません。

④ 「裁判手続等において提出する訴状、申立書、答弁書、準備書面その他の

当該事業者の主張を記載した書面の案の作成」（(3)）

裁判手続等において用いられる主張書面の案の作成のことです。
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⑤ 「裁判手続等の期日における主張若しくは意見の陳述又は尋問」（(4)）

○ 「期日」

裁判手続等において主張立証活動を行う機会ないし日時を広く意味しま

す（口頭弁論期日、審尋期日、審判期日、配当期日、進行協議期日等）。

○ 「主張若しくは意見の陳述又は尋問」

いわゆる主張立証活動から、証拠の提出行為を除いたものです（なお、

証拠の採用を求めるために意見を述べる行為は「意見の陳述」に含まれま

す。）。

⑥ 「民事上の紛争の解決のための和解の交渉又はそのために必要な事実関係

の確認若しくは証拠の収集」（(5)）

「民事上の紛争」とは、刑事事件を除く趣旨であり、事業者の名誉の毀損

に関する紛争、使用者責任が問題となる紛争等の対外的な紛争はもちろん、

労働関係紛争や上司の部下に対する性的いやがらせ（セクハラ）による紛争

等の内部的な紛争も含まれます。
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(3) 公務員（ロ）

① 「法令（条例を含む。）の立案、条約その他の国際約束の締結に関する事務

又は条例の制定若しくは改廃に関する議案の審査若しくは審議」（(1)）

○ 「法令」

法律、政令、省令のほか、衆議院・参議院の議院規則、地方公共団体規

則、国家行政組織法第３条に基づく委員会の定める規則等も含まれます。

○ 「立案」

法令の案を作ることであり、具体的な法令の制定・改廃と直接の関連を

有する事務を意味します。法令案の具体的な条項を策定する事務はもちろ

ん、当該法令案を省庁内部で審査する事務も含まれます。これらの場合、

結果として法令案が完成したかどうかは問いません。また、「立案」に附随

する事務（法案提出後の国会審議への対応等）も含まれます。

他方、既存法令の解釈や実施に関する事務や、いまだ法令の制定・改廃

に向けた具体的な検討の段階に至っていない中・長期的な政策の方向性の

策定に関する検討等は含まれません。

○ 「条約その他の国際約束の締結に関する事務」

条約等の案の立案や、締結、批准に向けて他国から提示された条約等の

案若しくは国際機関等で検討されている条約等の案の検討及びこれに関す

る交渉のことです。

○ 「条例の制定若しくは改廃に関する議案の審査若しくは審議」

条例の制定・改廃に関する議会の委員会、本会議における審理のことで

す。

（参考）

上記①に従事する役職については、例えば、次に類するようなものが該当すると

考えられます。なお、これは一例であり、役職名にかかわらず、法令の解釈・運用、

審査及び改正案の立案を担当していたことなど、職務内容の実体により判断するこ

とになります。

官房総務課法令審査担当、総務課法規班員、総務課審査担当、総務課企画法令担

当、対策課企画調整担当、国際課条約等担当、企画課法令担当、総務課法務係長、

法規専門官、法令審査専門官、法務専門官、文書課総括補佐官、企画官、管理官、

監理官、対策官、参事官、政策統括官、法令審議室長、条約・協定担当課長、条例

審査担当部長

② 「イ(2)から(5)までに掲げる事務」（(2））

５ページ（2）③から⑥を参照してください。

③ 「法務省令で定める審判その他の裁判に類する手続における審理又は審決、
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決定その他の判断に係る事務であつて法務省令で定める者が行うもの」

（(3)）

「法務省令で定める…手続」及び「法務省令で定める者」は、次のとおり

です（規則３条２項及び３項）。

・ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）に定める国地方係争処理委員

会又は自治紛争処理委員の審査の手続

： 国地方係争処理委員会の委員又は自治紛争処理委員

・ 地方自治法に定める選挙管理委員会の署名簿の署名に関する異議又は

審査の手続

： 選挙管理委員会の委員

・ 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）に定める選挙管理委員会の

選挙の効力に関する異議又は審査の手続

： 選挙管理委員会の委員

・ 破壊活動防止法（昭和２７年法律第２４０号）に定める公安審査委員

会の破壊的団体の規制の手続

： 公安審査委員会の委員長又は委員

・ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法

律第１４７号）に定める公安審査委員会の規制措置の手続

： 公安審査委員会の委員長又は委員

・ 海難審判法に定める海難審判所（地方海難審判所を含む。）の審判の手

続

： 海難審判所（地方海難審判所を含む。）の審判官

※ 国土交通省設置法等の一部を改正する法律（平成２０年法律第２６号）による

改正前の海難審判法に定める地方海難審判庁又は高等海難審判庁の審判官を含

みます。

・ 労働組合法に定める中央労働委員会又は都道府県労働委員会の審問の

手続

： 中央労働委員会又は都道府県労働委員会の委員

※ 労働組合法の一部を改正する法律（平成１６年法律第１４０号）による改正前

の労働組合法に定める地方労働委員会の委員を含みます。

※ 国土交通省設置法等の一部を改正する法律（平成２０年法律第２６号）による

改正前の労働組合法に定める船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会の委

員を含みます。

・ 土地収用法に定める収用委員会の裁決手続

： 収用委員会の委員
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・ 公害紛争処理法に定める公害等調整委員会の裁定委員会の裁定の手続

： 裁定委員会の裁定委員

・ 行政庁の処分（行政手続法２条１項の「処分」をいう。）その他公権力

の行使に対する審査請求、再調査の請求及び再審査請求その他の不服の

申立てについて、裁決及び決定その他の処分に係る事務を行う者（不服

の申立てを受けた行政庁から付議され又は諮問された審議会等の委員長

及び委員を含む。）

※ 行政不服審査法の定める審査請求、再調査の請求及び再審査請求についての手

続のほか、その特則である手続も全て含まれます。

： 審査請求、再調査の請求及び再審査請求その他の不服の申立てに

ついて、裁決、審決、決定その他の処分に係る事務を行う者

※ 組織法上の権限を有する者、例えば、行政不服審査法上の審

査請求に対する裁決庁（「Ａ省大臣」等）に加え、裁決庁におい

て当該審査請求に対する裁決を行うための事務を行う職員も含

まれます。

・ 仲裁手続

： 仲裁人

・ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法

律（平成２５年法律第１００号）による改正前の私的独占の禁止及び公

正取引の確保に関する法律に定める公正取引委員会の審判手続

： 公正取引委員会の委員長、委員又は審判官

※ 水産業協同組合法、中小企業等協同組合法又は消費者庁及び消費者委員会設置

法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成２１年法律第４９号）によ

る改正前の不当景品類及び不当表示防止法において準用する場合を含みます。
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４ 期間の二重計上の可否

同時期に併行して、上記の複数の職に在り又は職務に従事していた場合に、期

間を二重に計上することはできません。経験要件が要求されたのは、経験期間の

経験によりはじめて弁護士に必要な能力を獲得すると考えられたためであり、上

記の場合に期間を短縮することは、その趣旨に反するからです。

以 上
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申請書の書き方（留意事項）

１ はじめに

(1) 認定申請書は、第１面から第１５面で構成されています。

○ 第１面は、氏名、生年月日、本籍、住所等の事項のほか、弁護士資格の認

定を受けるための要件（試験等要件及び経験要件）の概要等を記載するもの

であり、全ての申請者が記載します（→書き方は後記２（２ページ））。

○ 第２面から第１５面は、別紙であり、各申請者の経験要件に応じて記載す

るものであり、申請者は、該当する別紙のみを記載すれば足ります。

○ 法務省ウェブサイトに申請者の経験要件に応じた記載例を掲載しています

ので、参照してください。

(2) 申請書を記載するに当たり、欄や用紙が足りない場合には、「□以下別紙記載

のとおり」の欄の□にチェックするなどした上で、Ａ４版の大きさの適宜の用

紙に記載し、申請書と一体のものとして綴じてください。

参考資料２

別紙 面 記載する場合 参照部分

１ ２～４
法５条１号に規定する職（簡易裁判所判事等）に在った

ことのある場合
後記３（４ページ）

２ ５～７

自らの法律に関する専門的知識に基づいて法５条２号イ

に規定する事務（企業法務）のいずれかを処理する職務

に従事した場合

後記４（６ページ）

３ ８～１０

自らの法律に関する専門的知識に基づいて法５条２号ロ

に規定する事務（公務員）のいずれかを処理する職務に

従事した場合

後記５（７ページ）

４ １１
法５条３号に規定する職（検察官特別考試合格後の検察

官）に在ったことのある場合
後記６（８ページ）

５ １２～１３

弁護士法一部改正法附則３条３項により，平成２０年３

月３１日までに学校教育法又は旧大学令による大学で法

律学を研究する大学院の置かれているものの学部，専攻

科若しくは大学院の法律学の教授又は准教授の職に在っ

た期間を通算しようとする場合

後記７（８ページ）

６ １４～１５

弁護士法一部改正法附則３条２項により，平成２０年３

月３１日までの間に，学校教育法又は旧大学令による大

学で法律学を研究する大学院の置かれているものの学

部，専攻科若しくは大学院の法律学の教授又は准教授の

職に在った期間が通算して５年以上になる者として弁護

士となる資格を得ようとする場合

後記７（８ページ）
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２ 第１面

① 「住所」の欄

電話番号は、忘れずに記載してください。ファクス、電子メールアドレスを

お持ちの方は、ファクス番号及び電子メールアドレスも記載してください。

② 「写真」の欄

申請前６か月以内に撮影した、胸部より上の、脱帽した写真（４㎝×３㎝）

を貼ってください。

③ 「収入印紙」の欄

印紙（１９，８００円）を消印せずに貼ってください。

④ 「弁護士となる資格の認定を受けるための要件」の欄

○ 「司法試験 年 月 日合格」、「検察官特別考試 年 月 日合格」の欄

該当する方の欄の左の□にチェックし、年月日を記載してください。司法

試験及び検察官特別考試の両方に合格している場合は、双方の欄に記載して

ください。認定申請書の提出により弁護士となる資格を得ようとする者は、

必ず、司法試験又は検察官特別考試に合格している必要があります（弁護士

法一部改正法附則３条２項の場合を除く。）。

※ 旧高等試験令（昭和４年勅令第１５号）による高等試験司法科試験に合

格した者は司法試験に合格した者とみなされます（司法試験法附則２項）。

○ 「在った職又は従事した職務」、「在職期間又は職務に従事した期間」の欄

・ 申請者が該当する職又は職務について、左の□にチェックした上で、そ

の在職期間又は職務に従事した期間を記載してください。

・ 申請者が複数の職に在った場合や複数の職務に従事していた場合は、経

験要件を立証する限度の経歴を記載してください（例えば、司法試験合格後に、

公務員として６年職務に従事し、衆議院議員として６年在職したという経歴の場合には、

衆議院議員の在職期間のみで経験要件の立証は十分ですから、「法第５条第１号（簡易

裁判所判事等）」の欄のみを記載すれば足り、「法第５条第２号ロ（公務員）」の欄に記

載する必要はありません。）。

・ 「通算 年 月」の欄には、その上に記載した在職期間又は職務に従事

した期間を合計した期間を記載してください。この期間は、最低でも５年

以上になっている必要があり、「法第５条第２号イ（企業法務の担当者

等）」、「法第５条第２号ロ（公務員）」の職務に従事した期間を算入する場

参考資料２
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参考資料２

合は、７年以上になっている必要があります。

・ 弁護士法一部改正法附則３条２項により認定を申請する場合は、上記の

場合と異なり、「弁護士法の一部を改正する法律附則第３条第２項の規定に

より、法第５条から第５条の６までの規定の例による場合（大学の教授・

准教授）」の欄にのみ記載してください。

○ 対応する別紙（「在職期間又は職務に従事した期間等の内容」欄参照）も記

載してください。別紙の書き方は、後記３以下を参照してください。

⑤ 下部の記名欄

記名してください。年月日欄には、実際に申請を行う日（郵送の場合は、発

送の日）を記載してください。
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３ 別紙１（第２面～第４面）：簡易裁判所判事等

① 「在職した職の種別」、「在職期間」の欄

○ 在職した職の□にチェックをし、在職期間を記載してください。

○ 在職した職が複数ある場合には、在職した職の別に項（１、２…）を分け

て記載してください（「在職した職の種別」の欄の□のチェックは、一つだけ

になります。）。

○ 同一の職に在職した場合であっても、在職期間が連続しない場合は、在職

期間ごとに項を分けてください（ただし、衆議院議員については、解散後最

初に行われる総選挙で当選した場合は、在職期間が連続するものとして記載

して結構です。ただし、解散日の翌日から総選挙の前日までの期間は、在職

期間から除外することになります。）。

② 「簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司

法研修所、裁判所職員総合研修所若しくは法務総合研究所の教官、衆議院若し

くは参議院の法制局参事又は内閣法制局参事官の職に在った者である場合」の

欄

○ 同一の職に在り、かつ、在職期間が連続する場合であれば、①その間に転

勤等で複数の官公署に勤務した場合や、②同一の官公署に勤務した場合であ

っても官職に変更があった場合は、項を分ける必要はありません。ただし、

「在職した官公署の所在地及び名称並びに申請者の官職及び所属部署」の欄

に、それが分かるように、在職した官公署又は官職が異なるごとに分けて記

載してください（なお、この場合、できる限り、官公署又は官職ごとの在職

期間も記載してください。）。

○ 在職した官公署及び官職に変更がないものの、複数の所属部署に所属した

場合は、同一の欄に、複数の所属部署を併記してください。

○ 官職について、主務官職と併任官職がある場合は、経験要件の対象となる

職務を行った官職を記載し、括弧書きで他の官職を記載してください

③ 「衆議院議員又は参議院議員の職に在った者である場合」の欄

連続する在職期間中に選挙区の変更があった場合は、「選挙区」の欄に複数の

選挙区を併記してください。

④ 「学校教育法による大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法

律学を研究する学部、専攻科又は大学院における法律学の教授又は准教授の職
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に在った者である場合」の欄

○ 在職期間が連続する場合であっても、在職した大学、申請者の専攻分野・

科目、教授・准教授の別等が異なる場合は、項を分けて記載してください。

○ 「申請者が在職した大学に置かれた法律学を研究する大学院の所在地及び

名称並びにその開設する主たる授業科目」の欄

申請者が在職した大学が法の要求する法律学を研究する大学院の置かれた

ものに当たるかどうかを判定するためのものですので、法律学を研究する大

学院の置かれた大学であることが分かるように記載してください。

○ 「申請者が在職した学部、専攻科又は大学院が開設する主たる授業科目」

の欄

申請者が在職した学部、専攻科又は大学院が法の要求する法律学を研究す

るものに当たるかどうかを判定するためのものですので、それが法律学を研

究する学部、専攻科又は大学院であることが分かるように記載してください。

○ 「申請者の専攻分野・科目」及び「在職した学部、専攻科又は大学院にお

ける申請者の職務内容（担当した授業科目の名称、内容等）」の各欄

申請者が法の要求する法律学の教授又は准教授に当たるかどうかを判定す

るためのものですので、申請者が法律学の教授又は准教授であることが分か

るように記載してください。必要があれば「付記事項（申請者の研究業績等）」

の欄に、研究業績としての論文・著作等の表題・掲載媒体・出版社等を特定

して記載してください。
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４ 別紙２（第５面～第７面）：企業法務

① 職務を提供した事業者が複数ある場合、また、同一の事業者において職務を

提供した場合であっても所属部署等に変更があった場合は、事業者、所属部署

等が異なるごとに項（１、２…）を分けて記載してください。

② 「上記所属部署等が所掌する事務」の欄

申請者が実際にその事務を処理したかどうかにかかわらず、申請者が所属し

た部署が処理している事務の内容を記載してください。

③ 「上記地位・肩書等にある者が所掌する事務」の欄

申請者が実際にその事務を処理したかどうかにかかわらず、申請者の地位・

肩書等にある者が組織に関する社内規定等において処理することとされている

事務の内容を記載してください。

④ 「処理した事務の内容」の欄

法５条２号イの(1)から(5)に規定された事務の類型ごとに、処理した事務の

内容を具体的に記載し、併せて該当条項欄の□にチェックしてください。また、

当該事務を処理した期間が「職務に従事した期間」の欄に記載した期間の全部

か一部かを○で囲い、一部の場合は当該事務を処理した期間を記載してくださ

い。

⑤ 「上記職務に従事した期間内に従事した他の職務、その従事期間及び従事の

態様」の欄

「職務に従事した期間」の欄に記載した期間の中で、法５条２号イの(1)から

(5)に該当しない事務を処理する職務に従事していた場合に記載してください

（ただし、他の別紙（別紙１、３～６）に記載した職の職務については、記載

する必要はありません。）。具体的には、従事した職務の類型ごとに分けて、事

務の内容、期間、法第５条２号イに該当する事務との比率を記載してください。
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５ 別紙３（第８面～第１０面）：公務員

① 職務を提供した官公署が複数ある場合、また、同一の官公署において職務を

提供した場合であっても官職や所属部署に変更があった場合は、官公署、官職、

所属部署が異なるごとに項（１、２…）を分けて記載してください。

② 「職務を提供した官公署の所在地及び名称並びに申請者の官職及び所属部署」

の欄

官職について、主務官職と併任官職がある場合は、経験要件の対象となる職

務を行った官職を記載し、括弧書で他の官職を記載してください。

③ 「上記所属部署が所掌する事務」の欄

申請者が実際にその事務を処理したかどうかにかかわらず、申請者が所属し

た部署が処理している事務の内容を記載してください。

④ 「上記官職にある者が所掌する事務」の欄

申請者が実際にその事務を処理したかどうかにかかわらず、申請者の官職に

ある者が組織法令（訓令等）上処理することとされている事務の内容を記載し

てください。

⑤ 「処理した事務の内容」の欄

法５条２号ロの(1)～(3)に規定された事務の類型ごとに、処理した事務の内

容を具体的に記載し、併せて該当条項欄の□にチェックしてください。また、

当該事務を処理した期間が「職務に従事した期間」の欄に記載した期間の全部

か一部かを○で囲い、一部の場合は当該事務を処理した期間を記載してくださ

い。

⑥ 「上記職務に従事した期間内に従事した他の職務、その従事期間及び従事の

態様」の欄

「職務に従事した期間」の欄に記載した期間の中で、法５条２号ロの(1)から

(3)に該当しない事務を処理する職務に従事していた場合に記載してください

（ただし、他の別紙（別紙１、２、４～６）に記載した職の職務については、

記載する必要はありません。）。具体的には、従事した職務の類型ごとに分けて、

事務の内容、期間、法第５条２号ロに該当する事務との比率を記載してくださ

い。
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参考資料２

６ 別紙４（第１１面）：検察官特別考試に合格した後の検察官

① 在職期間が連続しない場合は、在職期間ごとに項（１、２…）を分けて記載

してください。

在職期間が連続する場合であれば、①その間に転勤等で複数の検察庁等に勤

務した場合や、②同一の検察庁等に勤務した場合であっても官職に変更があっ

た場合は、項を分ける必要はありません。ただし、「在職した検察庁等の名称及

び官職（所属部等も記載してください。）」の欄に、それが分かるように、在職

した検察庁等の名称又は官職が異なるごとに分けて記載してください。

② 「在職した検察庁等の名称及び官職（所属部等も記載してください。）」の欄

○ 官職については、主務官職と併任官職がある場合は、検察官の官職を記載

し、括弧書で他の官職を記載してください。

○ 「（所属部等）」の欄には、検察庁等における所属部（公判部、刑事部等）

を記載してください。在職した検察庁等及び官職に変更がないものの、複数

の所属部等に所属した場合は、同一の欄に、複数の所属部等を記載してくだ

さい。

７ 別紙５（第１２面～第１３面）：大学の法律学の教授・准教授（附則３条３項）

別紙６（第１４面～第１５面）：大学の法律学の教授・准教授（附則３条２項）

① 在職期間が連続しない場合は、在職期間ごとに項（１、２…）を分けて記載

してください。在職期間が連続する場合であっても、在職した大学、申請者の

専攻分野・科目、教授・准教授の別等が異なる場合は、項を分けて記載してく

ださい。

② 「申請者が在職した大学に置かれた法律学を研究する大学院の所在地及び名

称並びにその開設する主たる授業科目」、「申請者が在職した学部、専攻科又は

大学院が開設する主たる授業科目」、「申請者の専攻分野・科目」、「在職した学

部、専攻科又は大学院における申請者の職務内容（担当した授業科目の名称、

内容等）」及び「付記事項（申請者の研究業績等）」の各欄

記載方法は、前記３（別紙１（第２面から第４面））の④と同様です。

以 上


